
令和３年度鳥取市包括外部監査の結果に対する措置状況

事業名称 事項 担当課 詳細 措置状況 措置通知日

一般財団法人鳥取市農業公
社運営事業補助金

指摘事項 農政企画課

●補助対象経費から控除する収入の範囲の明確化について
　補助対象経費と収入を整理し、補助対象経費から収入を控除した額（10,125,922円）に
対し、予算（9,476,000円）の範囲内で補助金を交付しているが、収入のうち、雑収入の中
の持続化給付金2,000,000円については、補助対象事業の実施に伴う収入に相当しないもの
と整理し、収入として補助対象経費から控除していない。補助金は本来、事業実施に際し
て収入が不足する場合に、その不足分を補助金で補填するために交付するものであると考
えられる。補助金は市民からの公金であるという認識から、収入がある場合には、補助対
象経費からすべての収入を控除し、不足分に対して補助金を交付する必要がある。
　また、収入の整理について、補助金交付要綱の規定と異なる取扱いをする場合には、補
助金の交付決定時や交付確定時に作成する伺いに、その旨、理由を明記し、収入の整理状
況を明らかにする必要がある。

　補助対象経費から控除する収入の範囲について、補助金交付要綱を令和5年3月31日付け
で改正し、「補助対象経費に係る事業等の実施に伴う収入」と定義しました。
　なお、収入で取扱いの判断が必要なものについては、伺いの際にその取扱いについて明
記するなど疑義が生じることのないよう適正に対応していくこととします。

R5.4.28

一般廃棄物の収集及び運搬
業務委託（末広通り休日清
掃業務、使用済小型電子機
器等の収集運搬業務含む）

意見 生活環境課

●前払金について
　本事業の委託費のうち「車両更新費」（年間合計37,417,828円）は、実質的には車両の
購入（又はリース）に充てられる積立金の性質を有しているものであるが、その各月均等
額（3,118,152円）を前金払としていた。しかし、「車両更新費」は減価償却費相当額であ
るから、鳥取市環境事業公社においてそれに見合う支出（キャッシュアウト）がないもの
であり、毎月定額を前金払とする必要性がないと考える。「車両更新費」については、車
両の購入時期等の計画等を策定し、実際の資金需要時に、必要額のみを前金払とされた
い。

　委託費については、これまで前金払としていましたが、令和４年度からは毎月の事業終
了後に通常払いとしました。
　車両更新費については、本事業に係る車両の当該年度減価償却費を12等分し、当該年度
に使用した車両の使用料見合額として毎月支払っているものです。令和５年度以降は、そ
の算出根拠を精査し、適正な金額で委託契約をすることとしました。

R5.4.28

し尿及び浄化槽汚泥の運搬
業務委託

意見 生活環境課

●前払金について
　本事業の委託費のうち「車両更新費」（年間合計848,000円）について、前金払として各
月均等額（70,666円）を支払っていることが確認された。「車両更新費」については毎月
定額を前金払とする必要性がない。車両更新費については、車両の購入時期等の計画等を
策定し、実際の資金需要時に、必要額を前金払とされたい。

　委託費については、これまで前金払としていましたが、令和４年度からは毎月の事業終
了後に通常払いとしました。なお、「し尿及び浄化槽汚泥運搬業務」は、本来東部広域行
政管理組合が１市４町分の共同処理を行う業務であり、本市負担部分の契約事務を行って
いたものですが、令和５年度から同組合が一括して契約することとしており、本市は負担
金として同組合に負担額を支払うことになりました。

R5.4.28

鳥取地域学校給食用物資調
達業務委託

意見 学校保健給食課

●学校給食会の管理運営費について
　市が学校給食会に支払っている委託費のうち、役員報酬の中には、理事長報酬、理事報
酬、評議員報酬、監事報酬などが含まれていることが判明した。これらの費用は学校給食
会という組織の管理運営費であって、委託業務の対価ではないと考えられる。法人会計の
委託金収益の金額は6,163,753円であることから、約６百万円が学校給食会の運営管理に充
てられていると考えられる。
　本来、委託費の積算は委託業務を遂行するために必要な費用を個別に積み　上げ算出す
るものである。そのため、市は現状の積算方法を見直し、適正な委託業務の対価を算定す
る必要がある。また、学校給食会の管理運営費を市が支出する場合には、委託費としてで
はなく、補助金等として支出の妥当性を検討する必要があると考える。

　令和５年度より、管理運営にかかる部分を補助金とし、補助金交付要綱を定めました。

R5.4.28


